
昨
年
４
月
に
合
併
し
た
京
北
地
域
（
旧

京
北
町
）
に
は
様
々
な
農
林
業
関
連
施
設

が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
主
な
施
設
を

紹
介
し
ま
す
。

京
都
市
京
北
森
林
公
園
は
、
約
３
ha

の
敷
地
内
に
、
き
の
こ
館
や
芝
生
広
場
、

野
外
炉
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
き
の
こ

館
で
は
シ
イ
タ
ケ
や
マ
イ
タ
ケ
な
ど
の
栽

培
体
験
が
出
来
る
ほ
か
森
林
浴
や
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
な
ど
、
家
族
や
グ
ル
ー
プ
で
楽
し

い
１
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
春
は
山
菜

摘
み
、
秋
は
き

の
こ
狩
り
な
ど

季
節
折
々
の
イ

ベ
ン
ト
を
開
催

し
て
い
ま
す
の

で
、
是
非
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

ウ
ッ
デ
ィ
ー
京
北
（
京
都
市
林
産
物

需
要
拡
大
セ
ン
タ
ー
）
は
、
京
北
地
域
で

生
産
さ
れ
た
木
工
品
な
ど
を
展
示
・
販
売

す
る
施
設
と
し
て
、
平
成
８
年
４
月
に
オ

ー
プ
ン
し
、
今
年
で
開
館
１０
周
年
を
迎
え

ま
し
た
。
ま
た
、
木
工
品
だ
け
で
な
く
味

噌
や
納
豆
も
ち
な
ど
地
域
の
特
産
品
も
販

売
し
て
い
ま
す
。

杉
や
桧
な
ど
の
さ
わ
や
か
な
香
り
に
包

ま
れ
た
ウ
ッ
デ
ィ
ー
京
北
に
一
度
お
立
ち

寄
り
く
だ
さ
い
。

京
都
市
宇
津
峡
公
園
は
、
豊
か
な
緑

と
上
桂
川
の
清
流
を
生
か
し
た
、
大
人
か

ら
子
ど
も
ま
で
の
ん
び
り
と
余
暇
を
楽
し

め
る
大
型
ア
ウ
ト
ド
ア
施
設
で
す
。

冷
暖
房
・
浴
室
・
ト
イ
レ
・
キ
ッ
チ
ン

を
完
備
し
た
コ
テ
ー
ジ
、
コ
ン
セ
ン
ト
を

備
え
た
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
、
川
原
で
楽

し
め
る
デ
イ
キ
ャ
ン
プ
場
が
あ
り
ま
す
。

自
然
と
ふ
れ
あ
う
さ
わ
や
か
な
ひ
と
と

き
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。
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産物生産を目指して！
リスト制度と農薬使用上の注意点～
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産物生産を目指して！
リスト制度と農薬使用上の注意点～

一部改正された食品衛生法が平成18年5月29日から施行されました。これにより国内外で使用されて

いる農薬のほとんどすべてについて基準が設定され，基準を超える食品の販売等が禁止される制度です。

これまでも，農薬基準値を超えて残留している食品等が禁止されていましたが，基準が設定されてい

ない農薬は，規制の対象外でした。

制度施行後の残留農薬基準は，以下のとおり設定されました。

・すでに残留農薬基準が設定されている農薬については現行の基準値がそのまま適用

・基準が設定されてない農薬については　　すでにある国際基準等を参考に基準値を設定

国内外に基準がないものについては一律基準（0.01ppm）

を適用

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
制
度

知
ら
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
ま
せ
ん
！

何が変わったの？

すべての農薬に残留基準値ができて，
野菜などからこの基準を超えて農薬が
検出されると出荷できなくなります。

でも，今までどおり使用基準を
守って農薬を使っていたら大丈
夫なんでしょう？

もちろん。でも隣から飛んできた農薬で残留基準
値を超えてしまうと，同じように出荷できなくな
ります。隣の畑のことも考えないといけませんね。

えっ！そうなの？
日頃から隣同士農薬散布について
話し合っておかないとね。
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登録農薬を適用作物に対して使用基準を守って使用しましょう。

◇適用作物，使用時期，使用量・希釈倍数・使用回数の確認

◇散布器具に前回使用した農薬が残っていないか確認

農薬散布前に飛散防止対策のチェックをしましょう。

◇収穫間近の他の作物はありませんか？

◇風が強いときに散布していないですか？

◇遮蔽ネット・シートなどは使っていますか？

◇散布液は適切な濃度・量ですか？

◇ノズルは作物のある方向に向いてますか？

◇散布器具のノズルは飛散低減タイプですか？

◇散布機はできるだけ作物に近づけてますか？

◇散布圧力は上げすぎず，風量は絞ってますか？

◇ほ場周囲の栽培者同士，農薬の散布情報を互いに確認してい

ますか？

使用した農薬を下にある表の項目を参考にして生産履歴を残しましょう。

防除記録簿への記帳

安心・安全で信頼される京の農
～ポジティブ

最も重要なことは，農薬散布の必要性や防除適期の判断，そして農薬を適正に使用し，その状況を防

除記録簿へ記帳することによって，農薬使用の自己管理を徹底することです。

また，飛散防止対策については，近隣の生産者の皆さんとの情報交換を心がけましょう！

対
策
は
こ
の
３
つ
を
守
っ
て
！



京
都
市
勧
業
館
（
み
や
こ
め
っ
せ
）
に
お

い
て
、
４
月
２２
日
・
２３
日
両
日
、『「
京
・
ゆ

め
・
花
文
化
」
〜
心
豊
か
に
そ
し
て
華
や
か

に
〜
』
を
テ
ー
マ
に
、
第
３７
回
花
と
緑
の
市

民
フ
ェ
ア
を
開
催
し
ま
し
た
。

会
場
内
は
、
洗
練
さ
れ
た
技
術
に
よ
り
作

り
出
さ
れ
た
切
花
や
鉢
物
・
苗
物
、
装
飾
作

品
等
が
所
狭
し
と
飾
ら
れ
、
会
場
中
央
に
は
、

構
成
団
体
及
び
協
賛
団
体
の
装
飾
技
術
の
粋

を
集
め
た
大
装
飾
を
展
示
、
そ
の
華
や
か
さ

と
迫
力
は
来
場
者
を
魅
了
し
ま
し
た
。

ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
新
企
画
と
し

て
「
子
ど
も
の
た
め
の
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
体
験
」
を
実
施
し
、
子
ど
も
た
ち
の

自
由
で
、
伸
び
伸
び
と
し
た
作
品
が
、
次
々

と
完
成
し
て
い
き
ま
し
た
。

京
都
の
花
の
恒
例
行
事
と
し
て
定
着
し
た

本
イ
ベ
ン
ト
は
、
２
日
間
で
約
２
万
４
千
人

も
の
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

本
市
で
は
、
森
林
資
源
の
造
成
及
び

森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
増
進
を
図

る
た
め
、
京
都
市
森
林
整
備
計
画
に
基
づ

き
実
施
す
る
森
林
施
業
の
経
費
に
助
成
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
本
市
の
林
業
を
巡
る
状
況

は
、
降
雪
に
よ
る
被
害
、
木
材
価
格
の
低

迷
等
に
よ
り
林
業
生
産
活
動
は
著
し
く
停

滞
し
て
お
り
、
適
正
な
森
林
整
備
を
行
う

こ
と
が
大
変
厳
し
い
現
状
に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
年
度
よ
り
新
た
に
、
京
都

市
森
林
総
合
整
備
事
業
に
小
規
模
な
再
造

林
や
枝
打
ち
へ
の
助
成
、
高
齢
級
切
捨
て

間
伐（
３６
年
生
〜
６０
年
生
）へ
の
助
成
制
度

を
加
え
、下
刈
り（
６
〜
１０
年
生
）の
助
成

制
度
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
本
市
の
林

業
特
性
に
合
っ
た
制
度
へ
変
更
し
、
森
林

整
備
の
効
果
的
な
推
進
を
目
指
し
ま
す
。

4

〈
お
問
合
せ
先
〉

林
業
振
興
課

℡
２
２
２
・
３
３
４
６

京
都
市
森
林
総
合
整
備
事
業
を
充
実
し
ま
す
！

施業種目

年間延面積０.５ha未満の再造林

年間延面積０.５ha未満の枝打ち

高齢級間伐（切捨て）

下刈り

助成

京都市（７５％）

京都市（７５％）

京都市（７５％）

国，府（４０％）

備考

１１～３０年生

３６～６０年生

６～１０年生

京都市森林総合整備事業の変更点


